
（関越道～東名高速間）に関する東京外かく環状道路
方針について

国土交通省
東 京 都

国土交通省と東京都は、１月１０日に公表した外環の方向性に
ついて沿線自治体との意見交換等を踏まえ、下記のとおり、外環
の方針を定めた。今後、この方針を軸に地元の意向等を把握し、
早期に外環に関する結論を出していくこととする。

記

、 、○ 外環整備は喫緊の課題で１日も早い整備が望まれるため 早く
安く完成できるよう十分考慮し、沿線への影響を小さくする。

このため、

・外環本線は、シールドトンネルと３つのジャンクション
を基本構造とする。

・トンネル構造は、３車線を収容する長距離シールドトン
ネル２本とし、外径は約１６ｍに縮小する。

地上部への影響を小さくするため、極力、大深度地下を活用・
する。

○ インターチェンジについては、今後、地元の意向等を踏まえな
がら、設置の有無について検討する。その際、設置要望のあった
青梅街道インターチェンジについては、さらに地元の意向を把握
していく。その他のインターチェンジについては、ジャンクショ
ン構造の一体的活用について検討する。

○ 地元において地上部整備の方向が定まった場合、大深度区間で
あっても、地元の意向を踏まえながら、その整備を支援していく
ものとする。なお、青梅街道から目白通りについては、地元の意
向を踏まえながら、地上部街路の設置を検討する。

○ この方針について、沿線の住民や自治体等の関係者から幅広い
意見や意向を把握するため、模型等を活用したわかりやすい資料
や情報の提供を行う。

資料４



　追加施設 及び 上部街路の検討

東京外かく環状道路（関越道～東名高速）に関する方針

南 北


